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毎週　火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　規　則� 所管課（室）名　

　○長崎県漁港管理規則の一部を改正する規則� 漁 港 漁 場 課

◎　告　示

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の更新� 障 害 福 祉 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の変更の届出� 〃

・�漁業災害補償法に基づく特定第２号漁業者の共済契約の締結の申込みについての

同意成立　　　　� 水 産 経 営 課

・�道路の供用開始� 道 路 維 持 課

◎　公　告

・�大規模小売店舗の変更事項届出（２件）� 経 営 支 援 課

・�都市計画の図書の縦覧� 都 市 政 策 課

・�港湾隣接地域の指定に関する公聴会の開催� 港 湾 課

◎　公安委員会規則

　○長崎県少年指導委員運営規則等の一部を改正する規則� 警 務 課

　長崎県漁港管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

長崎県規則第46号

　　　長崎県漁港管理規則の一部を改正する規則

　長崎県漁港管理規則（平成10年長崎県規則第44号）の一部を次のように改正する。

　様式第１号、様式第３号から様式第６号まで、様式第８号から様式第９号の２まで、様式第11号、様式第14号

及び様式第16号から様式第19号まで中「印」を削る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

長崎県告示第756号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

　　　　目　　　　　次

　　　　規　　　　　則

　　　　告　　　　　示



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1918 ─

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定を更新

した。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

こうわ薬局　琴海店 長崎市琴海形上町1848－６ 令和２年12月１日

長崎県告示第757号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定

する指定自立支援医療機関（精神通院医療）から同法第64条の規定により、次のとおり名称等の変更の届出が

あった。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 変更年月日

新 変更なし 長崎市築町４番25号

令和２年11月10日

旧 西脇金星堂薬局 長崎市築町４番地19

長崎県告示第758号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

る届出のあった次の加入区及び漁業の区分に係る同意については、同法第108条第２項に規定する要件に適合す

ると認めたので、同条第５項において準用する同法第105条の２第４項の規定により、公示する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

加　入　区 漁　業　の　区　分

西有家町加入区 第２号漁業（主としてたこつぼを営む漁業）

勝本町加入区 いか釣り漁業（使用する漁船の総トン数が10トン以上20トン未満であるものをいう。）

長崎県告示第759号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び五島振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

玉之浦岐宿線

五島市玉之浦町中須字ヲロ窄935番２地先から

五島市玉之浦町中須字ヲロ窄935番２地先まで
令和２年12月４日
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　　　大規模小売店舗の変更事項届出（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により次のとおり大

規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定に

より関係書類を縦覧に供する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　届出の概要

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　させぼ五番街

　　　長崎県佐世保市新港町２番７　他

　　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　有限会社中村商事　代表取締役社長　中村　國昭

　　　長崎県佐世保市大塔町６番地１

　　変更した事項

　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　（変更前）

　　　　　　　TORIZEN株式会社　代表取締役　河津　正一

　　　　　　　福岡県福岡市西区今宿青木字松本31－１

　　　　　　　外49者　

　　　（変更後）

　　　　　　　株式会社エレナ　代表取締役社長　中村　憲治

　　　　　　　長崎県佐世保市大塔町６番地１

　　　　　　　外45者　

　　変更の年月日

　　　令和元年８月18日　外

２　届出年月日

　　令和２年11月12日

３　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から４月間

　　縦覧場所

　　�　長崎県産業労働部経営支援課、長崎県県北振興局商工水産部商工観光課及び佐世保市観光商工部商工労働

課

４　その他

　�　法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに、意見の内容及びその理

由並びに氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した意見書を長崎県産業労働部経営支援課に提出しなければ

ならない。

　　　大規模小売店舗の変更事項届出（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の規定により次のとおり大

規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定に

より関係書類を縦覧に供する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　届出の概要

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　させぼ五番街

　　　　公　　　　　告
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　　　長崎県佐世保市新港町２番７　他

　　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　有限会社中村商事　代表取締役社長　中村　國昭　

　　　長崎県佐世保市大塔町６番地１

　　変更しようとする事項

　　　・大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　　①駐輪場の位置及び収容台数

　　　　（変更前）駐輪場No１．68台　

　　　　　　　　　駐輪場No２．106台

　　　　　　　　　駐輪場No３．24台

　　　　　　　　　駐輪場No４．32台　の計230台

　　　　（変更後）駐車場No１．68台

　　　　　　　　　駐輪場No２．0台

　　　　　　　　　駐輪場No３．24台

　　　　　　　　　駐輪場No４．62台

　　　　　　　　　駐輪場No５．39台

　　　　　　　　　駐輪場No６．23台　の計216台

　　変更の年月日

　　　令和３年３月１日　（予定）

２　届出年月日　

　　令和２年11月12日

３　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から４月間

　　縦覧場所

　　　�長崎県産業労働部経営支援課、長崎県県北振興局商工水産部商工観光課及び佐世保市観光商工部商工労働

課

４　その他

　�　法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに、意見の内容及びその理

由並びに氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した意見書を長崎県産業労働部経営支援課に提出しなければ

ならない。

　　　都市計画の図書の縦覧（公告）

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定において準用する同法第20条第１項の規定による都

市計画の図書の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県知事　中村　法道　

１　都市計画の種類

　　長崎都市計画道路　３・４・231号　堀の内西栄田線　（諫早市決定）

２　縦覧場所

　　長崎県土木部都市政策課及び長崎県県央振興局

　　　港湾隣接地域の指定に関する公聴会の開催（公告）

　港湾法（昭和25年法律第218号）第37条の２第２項の規定により、次のとおり港湾隣接地域の指定に関する公

聴会を開催する。

　　令和２年12月４日

��������������������������������������������������������　　　　　池島港港湾管理者　長崎県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��　　　　　代表者　長崎県知事　中村　法道　

１．日時

　　令和２年12月17日（木）午前11時
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２．場所

　　長崎市北総合事務所池島開発総合センター（長崎市池島町154－13）

３．指定予定区域

　　池島港　池島地区

　　①　位置

　　　　長崎県長崎市池島町字後道217番８から長崎県長崎市池島町字池ノ端153番２に至る区域。

　　②　区域

　　　�　次の基点１から基点４まで順次直線で結んだ線、基点１から173度91分に引いた線、基点４から323度30

分に引いた線及び水際線により囲まれた区域。また、次の基点５から基点13まで順次直線で結んだ線、基

点５から222度33分に引いた線、基点13から104度75分に引いた線及び水際線により囲まれた区域。

基準点

　長崎県長崎市池島町字鏡池200番28の地先護岸に設置された２級基準点（２－35）

　（北緯32度53分21.36秒、東経129度36分24.57秒）

　以下「基準点」という。

　　　基点１　　　　　　　基準点から　　　　　　　　　　　200度00分　　　　　　　427ｍの標示杭

　　　基点２　　　　　　　基点１から　　　　　　　　　　　�82度00分　　　　　　　�48ｍの標示杭

　　　基点３　　　　　　　基点２から　　　　　　　　　　　�28度20分　　　　　　　147ｍの標示杭

　　　基点４　　　　　　　基点３から　　　　　　　　　　　262度10分　　　　　　　�47ｍの標示杭

　　　基点５　　　　　　　基点４から　　　　　　　　　　　�13度30分　　　　　　　156ｍの標示杭

　　　基点６　　　　　　　基点５から　　　　　　　　　　　�２度30分　　　　　　　158ｍの標示杭

　　　基点７　　　　　　　基点６から　　　　　　　　　　　276度10分　　　　　　　�54ｍの標示杭

　　　基点８　　　　　　　基点７から　　　　　　　　　　　252度00分　　　　　　　�78ｍの標示杭

　　　基点９　　　　　　　基点８から　　　　　　　　　　　276度10分　　　　　　　101ｍの標示杭

　　　基点10　　　　　　　基点９から　　　　　　　　　　　255度00分　　　　　　　�99ｍの標示杭

　　　基点11　　　　　　　基点10から　　　　　　　　　　　217度20分　　　　　　　156ｍの標示杭

　　　基点12　　　　　　　基点11から　　　　　　　　　　　332度00分　　　　　　　�82ｍの標示杭

　　　基点13　　　　　　　基点12から　　　　　　　　　　　�39度20分　　　　　　　211ｍの標示杭

　長崎県少年指導委員運営規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和２年12月４日

� 長崎県公安委員会委員長　川口　博樹　

長崎県公安委員会規則第11号

　　　長崎県少年指導委員運営規則等の一部を改正する規則

　（長崎県少年指導委員運営規則の一部改正）

第１条　長崎県少年指導委員運営規則（平成18年長崎県公安委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

　　　　公安委員会規則
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に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
３
条

長
崎
県
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
長
崎
県
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17
年
長
崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
５
号
（
第
９
条
関

係
）

別
記

様
式
第
５
号
（
第
９

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1934 ─

別
記
様
式

第
６
号
（
第
1
0
条
関

係
）

別
記

様
式
第
６
号
（
第
1
0
条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1935 ─

（
安
全
運
転
管
理
者
等
に
対
す
る
講
習
の
実

施
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
４
条

安
全
運
転
管
理
者
等
に
対
す
る
講
習

の
実
施
に
関
す
る
規

則
（
平
成
1
9
年
長
崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第

５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

（
受
講

済
み
の
証
明
）

（
受
講
済
み
の
証
明
）

第
1
0
条

受
講
済
み
の
証
明
に

つ
い
て
は
、
所
定
の

講
習
を
終
了
し
た
受
講
者
に
対
し
、
別
記
様

第
1
0
条

受
託
者
は
、
所

定
の
講
習
を
終
了
し
た
受
講
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
４
号
の
講
習
の

式
第
４

号
の
受
講
証
明
書
を

交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

受
講
済
み
の
証
明
を
行

う
も
の
と
す
る
。

２
受
託
者
は
、
所
定
の
講
習
を
終

了
し
た
受
講
者
か
ら

受
講
証
明
の
申
請
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、

別
記
様
式
第
５
号
の
受

講
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式

第
１
号
（
第
９
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
９

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1936 ─

別
記
様
式

第
２
号
（
第
９
条
関

係
）

別
記

様
式
第
２
号
（
第
９

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1937 ─

別
記
様
式

第
４
号

削
る

別
記

様
式
第
４
号
（
第
1
0
条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1938 ─

別
記
様
式

第
４
号
（
第
1
0
条
関

係
）

別
記

様
式
第
５
号
（
第
1
0
条
関
係
）

別
記
様
式

第
５
号
及
び
別
記
様

式
第
６
号

別
記

様
式
第
６
号
及
び
別

記
様
式
第
７
号



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1939 ─

（
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
に
基
づ

く
認
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
５
条

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
2
8
年

長
崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
７
号
（
第
５
条
関

係
）

別
記

様
式
第
７
号
（
第
５

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1940 ─

別
記
様
式

第
1
4
号
（
第
８
条
関

係
）

別
記

様
式
第
1
4
号
（
第
８

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1941 ─

（
原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
に
対
す
る
講
習

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
６
条

原
動
機
付
自
転
車
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
に
対
す
る

講
習
に
関
す
る
規
則
（
平
成
４
年
長
崎
県
公

安
委
員
会
規
則
第
1
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
１
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1942 ─

別
記
様
式

第
３
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
３
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1943 ─

（
指
定
自
動
車
教
習
所
の
職
員
に
対
す
る
講

習
の
実
施
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
）

第
７
条

指
定
自
動
車
教
習
所
の
職
員
に
対
す

る
講
習
の
実
施
に
関

す
る
規
則
（
平
成
６
年
長
崎
県
公
安
委
員
会

規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
１
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1944 ─

別
記
様
式

第
２
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
２
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1945 ─

別
記
様
式

第
３
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
３
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1946 ─

別
記
様
式

第
４
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
４
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1947 ─

別
記
様
式

第
６
号
（
第
７
条
関

係
）

別
記

様
式
第
６
号
（
第
７

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1948 ─

別
記
様
式

第
７
号
（
第
９
条
関

係
）

別
記

様
式
第
７
号
（
第
９

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1949 ─

別
記
様
式

第
８
号
（
第
1
0
条
関

係
）

別
記

様
式
第
８
号
（
第
1
0
条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1950 ─

（
指
定
自
動
車
教
習
所
関
係
業
務
規
則
の
一

部
改
正
）

第
８
条

指
定
自
動
車
教
習
所
関
係
業
務
規
則

（
平
成
1
4
年
長
崎
県

公
安
委
員
会
規
則
第
1
4
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
１
号
（
第
２
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
２

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1951 ─

別
記
様
式

第
２
号
（
第
５
条
関

係
）

別
記

様
式
第
２
号
（
第
５

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1952 ─

別
記
様
式

第
４
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
４
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1953 ─

（
初
心
運
転
者
講
習
及
び
再
試
験
の
実
施
に

関
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
９
条

初
心
運
転
者
講
習
及
び
再
試
験
の
実

施
に
関
す
る
規
則
（

平
成
2
1
年
長
崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
５
号
（
第
８
条
関

係
）

別
記

様
式
第
５
号
（
第
８

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1954 ─

別
記
様
式

第
８
号
（
第
９
条
関

係
）

別
記

様
式
第
８
号
（
第
９

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1955 ─

（
取
消
処
分
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
1
0
条

取
消
処
分
者
講
習
の
実
施
に
関
す
る

規
則
（
平
成
2
6
年
長

崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
１
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1956 ─

（
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
）

第
1
1
条

運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認
定
に
関

す
る
規
則
（
平
成
2
6
年
長
崎
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
4
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
２
号
（
第
２
条
関

係
）

別
記

様
式
第
２
号
（
第
２

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1957 ─

別
記
様
式

第
４
号
（
第
４
条
関

係
）

別
記

様
式
第
４
号
（
第
４

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1958 ─

別
記
様
式

第
５
号
（
第
５
条
関

係
）

別
記

様
式
第
５
号
（
第
５

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1959 ─

別
記
様
式

第
７
号
（
第
７
条
関

係
）

別
記

様
式
第
７
号
（
第
７

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1960 ─

別
記
様
式

第
８
号
（
第
７
条
関

係
）

別
記

様
式
第
８
号
（
第
７

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1961 ─

（
長
崎
県
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
1
2
条

長
崎
県
指
定
講
習
機
関
に
関
す
る
規

則
（
平
成
2
6
年
長
崎

県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
7
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
掲
げ
る
規
定
の
改
正
部
分
は
、
下

線
の
部
分
で
あ
る
。

改
正
後

改
正

前

別
記
様
式

第
１
号
（
第
３
条
関

係
）

別
記

様
式
第
１
号
（
第
３

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1962 ─

別
記
様
式

第
３
号
（
第
５
条
関

係
）

別
記

様
式
第
３
号
（
第
５

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1963 ─

別
記
様
式

第
４
号
（
第
５
条
関

係
）

別
記

様
式
第
４
号
（
第
５

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1964 ─

別
記
様
式

第
６
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
６
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1965 ─

別
記
様
式

第
７
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
７
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1966 ─

別
記
様
式

第
８
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
８
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1967 ─

別
記

様
式
第
９
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1968 ─

別
記
様
式

第
1
1
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
1
1
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1969 ─

別
記
様
式

第
1
2
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
1
2
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1970 ─

別
記
様
式

第
1
3
号
（
第
６
条
関

係
）

別
記

様
式
第
1
3
号
（
第
６

条
関
係
）



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1971 ─

別
記
様
式

第
1
6
号
（
第
８
条
関

係
）

別
記

様
式
第
1
6
号
（
第
８

条
関
係
）

附
則

（
施
行
期

日
）

１
こ
の
規

則
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。



令和２年12月４日金曜日� 第10976号長 崎 県 公 報

─ 1972 ─

（
経
過
措

置
）

２
こ
の
規

則
の
施
行
の
際
、
そ

れ
ぞ
れ
の
規
則
に
基

づ
い
て
施
行
日
前
に
作
成
し
た
書
類
は
、
改
正
後
の

相
当
規
定
に
基
づ
い

て
作
成
し
た
も
の
と
み
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す
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３
こ
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則
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施
行
の
際
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そ

れ
ぞ
れ
の
規
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に
よ
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前
の
別
記
様
式
等
の
用
紙
で
、
現
に
残
存
す

る
も
の
は
、
所
要
の

修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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